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大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表

厚

生

省

○

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

令
第
一
号
）
（
抄
）

通
商
産
業
省

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
十
条
の
三

（
略
）

第
一
条
～
第
十
条
の
三

（
略
）

（
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
実
施
の
届
出
）

（
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
実
施
の
届
出
）

第
十
条
の
四

法
第
十
八
条
の
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

第
十
条
の
四

法
第
十
八
条
の
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
様
式
第
三
の
四
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
様
式
第
三
の
四
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
八
条
の
十
五
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

２

法
第
十
八
条
の
十
五
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
対
象
と
な
る
建
築
物
等
の
概
要
、
配
置
図

一

特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
対
象
と
な
る
建
築
物
の
概
要
、
配
置
図
及

及
び
付
近
の
状
況

び
付
近
の
状
況

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

第
十
一
条
・
第
十
二
条

（
略
）

第
十
一
条
・
第
十
二
条

（
略
）

（
届
出
書
の
提
出
部
数
等
）

（
届
出
書
の
提
出
部
数
等
）

第
十
三
条

法
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
届
出
書
の
正
本
に
そ
の
写
し
一
通
を

第
十
三
条

法
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
届
出
書
の
正
本
に
そ
の
写
し
一
通
を

添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）

４

二
以
上
の
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
つ
い
て
の
法
の
規
定
に
よ
る
届
出

４

二
以
上
の
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
つ
い
て
の
法
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
当
該
二
以
上
の
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
が
同
一
の
建
築
物
等
に
つ
い

は
、
当
該
二
以
上
の
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
が
同
一
の
建
築
物
に
つ
い
て

て
行
わ
れ
る
場
合
又
は
当
該
二
以
上
の
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
が
同
一
の

行
わ
れ
る
場
合
に
限
り
、
一
の
届
出
書
に
よ
つ
て
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
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工
場
若
し
く
は
事
業
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
限
り
、
一
の
届
出
書
に

る
。

よ
つ
て
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
の
二
～
第
十
六
条
の
三

（
略
）

第
十
三
条
の
二
～
第
十
六
条
の
三

（
略
）

（
作
業
基
準
）

（
作
業
基
準
）

第
十
六
条
の
四

石
綿
に
係
る
法
第
十
八
条
の
十
四
の
作
業
基
準
は
、
次
の
と

第
十
六
条
の
四

石
綿
に
係
る
法
第
十
八
条
の
十
四
の
作
業
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
七
の
中
欄
に
掲
げ
る
作
業
の
種

二

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
七
の
中
欄
に
掲
げ
る
作
業
の
種

類
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

類
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
十
七
条
・
第
十
八
条

（
略
）

第
十
七
条
・
第
十
八
条

（
略
）

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
十
九
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
八
の
と
お

第
十
九
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
八
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

第
二
十
条
・
第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
条
・
第
二
十
一
条

（
略
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）
～
別
表
第
六
（
第
十
六
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）
～
別
表
第
六
（
第
十
六
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
七
（
第
十
六
条
の
四
関
係
）

別
表
第
七
（
第
十
六
条
の
四
関
係
）

一

令
第
三
条
の

次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
て
作
業
の
対
象
と
な
る

一

令
第
三
条
の

次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
て
作
業
の
対
象
と
な
る

四
第
一
号
に

建
築
物
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
特
定
建
築
材
料
を
除

四
第
一
号
に

建
築
物
に
使
用
さ
れ
て
い
る
特
定
建
築
材
料
を
除
去

掲
げ
る
作
業

去
す
る
か
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す

掲
げ
る
作
業

す
る
か
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る

（
次
項
又
は

る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
次
項
又
は

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
の
項
に
掲

イ

特
定
建
築
材
料
の
除
去
を
行
う
場
所
（
以
下
「

三
の
項
に
掲

イ

特
定
建
築
材
料
の
除
去
を
行
う
場
所
（
以
下
「
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げ
る
も
の
を

作
業
場
」
と
い
う
。
）
を
他
の
場
所
か
ら
隔
離
し

げ
る
も
の
を

作
業
場
」
と
い
う
。
）
を
他
の
場
所
か
ら
隔
離
し

除
く
。
）

、
作
業
場
の
出
入
口
に
前
室
を
設
置
す
る
こ
と
。

除
く
。
）

、
作
業
場
の
出
入
口
に
前
室
を
設
置
す
る
こ
と
。

ロ

作
業
場
を
負
圧
に
保
ち
、
作
業
場
の
排
気
に
日

ロ

作
業
場
を
負
圧
に
保
ち
、
作
業
場
の
排
気
に
日

本
工
業
規
格
Ｚ
八
一
二
二
に
定
め
る
Ｈ
Ｅ
Ｐ
Ａ
フ

本
工
業
規
格
Ｚ
八
一
二
二
に
定
め
る
Ｈ
Ｅ
Ｐ
Ａ
フ

ィ
ル
タ
を
付
け
た
集
じ
ん
・
排
気
装
置
を
使
用
す

ィ
ル
タ
を
付
け
た
集
じ
ん
・
排
気
装
置
を
使
用
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

ハ

除
去
す
る
特
定
建
築
材
料
を
薬
液
等
に
よ
り
湿

ハ

除
去
す
る
特
定
建
築
材
料
を
薬
液
等
に
よ
り
湿

潤
化
す
る
こ
と
。

潤
化
す
る
こ
と
。

ニ

特
定
建
築
材
料
の
除
去
後
、
作
業
場
の
隔
離
を

ニ

特
定
建
築
材
料
の
除
去
後
、
作
業
場
の
隔
離
を

解
く
に
当
た
つ
て
は
、
特
定
建
築
材
料
を
除
去
し

解
く
に
当
た
つ
て
は
、
特
定
建
築
材
料
を
除
去
し

た
部
分
に
特
定
粉
じ
ん
の
飛
散
を
抑
制
す
る
た
め

た
部
分
に
特
定
粉
じ
ん
の
飛
散
を
抑
制
す
る
た
め

の
薬
液
等
を
散
布
す
る
と
と
も
に
作
業
場
内
の
特

の
薬
液
等
を
散
布
す
る
と
と
も
に
作
業
場
内
の
特

定
粉
じ
ん
を
処
理
す
る
こ
と
。

定
粉
じ
ん
を
処
理
す
る
こ
と
。

二

令
第
三
条
の

次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
て
作
業
の
対
象
と
な
る

二

令
第
三
条
の

次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
て
作
業
の
対
象
と
な
る

四
第
一
号
に

建
築
物
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
特
定
建
築
材
料
を
除

四
第
一
号
に

建
築
物
に
使
用
さ
れ
て
い
る
特
定
建
築
材
料
を
除
去

掲
げ
る
作
業

去
す
る
か
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す

掲
げ
る
作
業

す
る
か
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る

の
う
ち
、
令

る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

の
う
ち
、
令

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
三
条
の
三

イ

特
定
建
築
材
料
の
除
去
を
行
う
部
分
の
周
辺
を

第
三
条
の
三

イ

特
定
建
築
材
料
の
除
去
を
行
う
部
分
の
周
辺
を

第
二
号
に
掲

事
前
に
養
生
す
る
こ
と
。

第
二
号
に
掲

事
前
に
養
生
す
る
こ
と
。

げ
る
建
築
材

ロ

除
去
す
る
特
定
建
築
材
料
を
薬
液
等
に
よ
り
湿

げ
る
建
築
材

ロ

除
去
す
る
特
定
建
築
材
料
を
薬
液
等
に
よ
り
湿

料
を
除
去
す

潤
化
す
る
こ
と
。

料
を
除
去
す

潤
化
す
る
こ
と
。

る
作
業
で
あ

ハ

特
定
建
築
材
料
の
除
去
後
、
養
生
を
解
く
に
当

る
作
業
で
あ

ハ

特
定
建
築
材
料
の
除
去
後
、
養
生
を
解
く
に
当

つ
て
、
特
定

た
つ
て
は
、
特
定
建
築
材
料
を
除
去
し
た
部
分
に

つ
て
、
特
定

た
つ
て
は
、
特
定
建
築
材
料
を
除
去
し
た
部
分
に

建
築
材
料
を

特
定
粉
じ
ん
の
飛
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
薬
液
等

建
築
材
料
を

特
定
粉
じ
ん
の
飛
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
薬
液
等

掻
き
落
と
し

を
散
布
す
る
と
と
も
に
作
業
場
内
の
特
定
粉
じ
ん

掻
き
落
と
し

を
散
布
す
る
と
と
も
に
作
業
場
内
の
特
定
粉
じ
ん

、
切
断
、
又

を
処
理
す
る
こ
と
。

、
切
断
、
又

を
処
理
す
る
こ
と
。

は
破
砕
以
外

は
破
砕
以
外
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の
方
法
で
除

の
方
法
で
除

去
す
る
も
の

去
す
る
も
の

（
次
項
に
掲

（
次
項
に
掲

げ
る
も
の
を

げ
る
も
の
を

除
く
。
）

除
く
。
）

三

令
第
三
条
の

作
業
の
対
象
と
な
る
建
築
物
等
に
散
水
す
る
か
、
又

三

令
第
三
条
の

作
業
の
対
象
と
な
る
建
築
物
に
散
水
す
る
か
、
又
は

四
第
一
号
に

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
講
ず

四
第
一
号
に

こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
講
ず
る

掲
げ
る
作
業

る
こ
と
。

掲
げ
る
作
業

こ
と
。

の
う
ち
、
人

の
う
ち
、
人

が
立
ち
入
る

が
立
ち
入
る

こ
と
が
危
険

こ
と
が
危
険

な
状
態
の
建

な
状
態
の
建

築
物
等
を
解

築
物
を
解
体

体
す
る
作
業

す
る
作
業
そ

そ
の
他
の
建

の
他
の
建
築

築
物
等
の
解

物
の
解
体
に

体
に
当
た
り

当
た
り
あ
ら

あ
ら
か
じ
め

か
じ
め
特
定

特
定
建
築
材

建
築
材
料
を

料
を
除
去
す

除
去
す
る
こ

る
こ
と
が
著

と
が
著
し
く

し
く
困
難
な

困
難
な
作
業

作
業

四

令
第
三
条
の

次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
て
作
業
の
対
象
と
な
る

四

令
第
三
条
の

次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
て
作
業
の
対
象
と
な
る

四
第
二
号
に

建
築
物
等
の
部
分
に
使
用
さ
れ
て
い
る
特
定
建
築
材

四
第
二
号
に

建
築
物
の
部
分
に
使
用
さ
れ
て
い
る
特
定
建
築
材
料

掲
げ
る
作
業

料
を
除
去
し
、
囲
い
込
み
、
若
し
く
は
封
じ
込
め
る

掲
げ
る
作
業

を
除
去
し
、
囲
い
込
み
、
若
し
く
は
封
じ
込
め
る
か

か
、
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措

、
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
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置
を
講
ず
る
こ
と
。

を
講
ず
る
こ
と
。

イ

特
定
建
築
材
料
を
掻
き
落
と
し
、
切
断
、
又
は

イ

特
定
建
築
材
料
を
掻
き
落
と
し
、
切
断
、
又
は

破
砕
に
よ
り
除
去
す
る
場
合
は
一
の
項
下
欄
イ
か

破
砕
に
よ
り
除
去
す
る
場
合
は
一
の
項
下
欄
イ
か

ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
と
し

ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
と
し

、
こ
れ
ら
以
外
の
方
法
で
除
去
す
る
場
合
は
二
の

、
こ
れ
ら
以
外
の
方
法
で
除
去
す
る
場
合
は
二
の

項
下
欄
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す

項
下
欄
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

ロ

特
定
建
築
材
料
を
囲
い
込
み
、
又
は
封
じ
込
め

ロ

特
定
建
築
材
料
を
囲
い
込
み
、
又
は
封
じ
込
め

る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
特
定
建
築
材
料
の
劣
化

る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
特
定
建
築
材
料
の
劣
化

状
態
及
び
下
地
と
の
接
着
状
態
を
確
認
し
、
劣
化

状
態
及
び
下
地
と
の
接
着
状
態
を
確
認
し
、
劣
化

が
著
し
い
場
合
、
又
は
下
地
と
の
接
着
が
不
良
な

が
著
し
い
場
合
、
又
は
下
地
と
の
接
着
が
不
良
な

場
合
は
、
当
該
特
定
建
築
材
料
を
除
去
す
る
こ
と

場
合
は
、
当
該
特
定
建
築
材
料
を
除
去
す
る
こ
と

。

。

様
式
第
一
～
様
式
第
三
の
三

（
略
）

様
式
第
一
～
様
式
第
三
の
三

（
略
）

様
式
第
三
の
四

様
式
第
三
の
四

届
出
様
式

届
出
様
式

様
式
第
四
～
様
式
第
七

（
略
）

様
式
第
四
～
様
式
第
七

（
略
）

様
式
第
八

様
式
第
八
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身
分
証
明
書
様
式

身
分
証
明
書
様
式


